
 

 

 

 

 

 

第３章 環境基本計画等 
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１．八代市環境基本計画 

  平成 17 年 8 月の新市発足を踏まえ、八代市環境基本条例の規定に基づき、総合的な視

点から計画的に環境施策を推進するため、平成 21 年 2 月に「八代市環境基本計画」を策

定し、平成 27 年 1 月には改定（中間見直し）を実施。 

  平成 31 年 2 月には、これまでの取組の成果や課題、また、環境を取り巻く新たな動き

などを踏まえ、「第 2 次八代市環境基本計画」（以下「計画」という。）を策定した。 

 

（１）計画の目的 

   市の望ましい地域環境の姿を明らかにし、これを実現するための方針及び取組むべ

き具体的施策を示すとともに、市民、事業者及び市のそれぞれが配慮すべき事項など

を定め、環境施策を総合的かつ計画的に推進していくことを目的とする。 

 

（２）計画の位置づけ 

   八代市総合計画を環境面から実現するための計画であるとともに、快適な環境の保

全・創造を図るための施策の基本となる「環境分野のマスタープラン」として位置づ

け。 

 

（３）計画期間 

令和元年度から令和 8 年度までの 8 年間  

 

（４）計画目標 

   第 2 次八代市総合計画の環境分野における基本目標である「人と自然が調和するま

ち やつしろ」を目指す環境像として設定し、これを実現するため、「環境学習・環境

保全行動の推進」、「自然環境の保全」、「生活環境の保全・創造」、「循環型社会の推進」

及び「地球環境問題への対応」の 5 つの各分野に環境目標等を設定。 

 

（５）具体的な取組 

   施策の方向性ごとに市、市民、環境活動団体及び事業者が取組むべき具体的な事項

を示すとともに、計画の進捗状況を客観的に把握する観点から数値目標を設定。併せ

て、「持続可能な開発目標（SDGs）」との関係を整理。 

   また、市民・事業者のアンケート結果や今後の環境行政上の課題等を踏まえ、環境

学習や地下水保全、環境美化、地球温暖化対策、廃棄物対策、環境関連施設の維持管

理・整備等の分野については重点分野に設定。 

 

（６）進行管理 

毎年度、計画の進捗状況等について、点検・評価を行いながら、目標の実現に向け

た業務や施策を継続的に改善。 

なお、計画の点検結果については、環境報告書「八代市の環境」別冊として、市ホ

ームページにおいて公表。 
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＜計画の体系＞ 
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《環境目標１》 

環境学習・環境保全行動の促進 
～次世代のためにみんなが考え行動するまち～ 

★(1)高い環境意識をもったひとづくりを進めます 
○環境情報の収集・提供 
○環境学習・環境教育の推進 

★(2)恵まれた地下水を大切にします 
○地下水質の保全 
○地下水量の確保 

★(3)きれいなまちづくりを進めます 
○環境美化の推進 
○衛生環境の充実 

(1)きれいな空気や水を守ります 
○環境汚染の監視・抑制 
○生活排水対策の推進 

★(2)資源の循環を進めます 
○リサイクルの推進 
○適正処理の推進 

★(1)地球市民として温暖化対策に取り組みます 
○省エネルギー・省資源対策の推進 
○再生可能エネルギーの普及・利用促進 
○吸収源対策の推進 
○気候変動への対応 

(2)身近なことから地球環境の保全に貢献します 
○その他の地球環境問題への対応 

★(1)ごみの減量に取り組みます 
○リデュース・リユースの推進 

(2)環境保全行動の輪を広げます 
○市民の環境保全行動の促進 
○事業者の環境保全行動の促進 
○市の環境保全行動の推進 

  ○パートナーシップの推進 

《環境目標３》 

生活環境の保全・創造 
～健やかで快適に暮らせるまち～ 

《環境目標５》 

循環型社会の推進 
～限りある資源が循環するまち～ 

《環境目標４》 

地球環境問題への対応 
～地球環境への負荷が少ない低炭素なまち～ 

《環境目標２》 

自然環境の保全 
～多様で豊かな自然と共生するまち～ (2)豊かな自然の恵みを未来へつなぎます 

○持続可能な農業・林業・水産業の推進 

(1)生きものたちのにぎわいを守り育てます 
○生物多様性の保全 
○自然とふれあう機会や場の創出 

★(3)環境関連施設の検討・整備を進めます 
○環境関連施設の適正な維持管理・整備 

<環境像>                 <環境目標>                               <施策の方向性> 

                                 ［★重点分野］ 
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２．ゼロカーボンやつしろ推進計画 

 

（１）目的 

市の現状や地域特性を踏まえ、市全域の二酸化炭素排出量を削減するとともに、市、

市民及び事業者の主体的な取組を総合的・計画的に推進することを目的に策定。 

（２）計画の位置付け 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」第 21 条の規定に基づく地方公共団体実行

計画であり、本市の地球温暖化分野の個別計画として位置付け。 

（３）計画期間 

    2023 年度から 2030 年度までの 8 年間（基準年度：2013 年度） 

 （４）八代市全域の取組 

①排出量の現状 

 2013 年度(H25) 2020 年度(R2) 

CO2 排出量 1,116 千トン 777 千トン 

②計画の目標 

○将来ビジョン 

目指す将来像：みんなで創る 持続可能で快適なゼロカーボンやつしろ 

○削減目標 

中期目標（2030 年度目標）：CO2 排出量 2013 年度比 50％削減 

長期目標（2050 年度目標）：CO2 排出実質ゼロ 

③具体的な取組 

目指す将来像の実現に向け、本市の現状や課題等を踏まえ、脱炭素なライフスタイ

ルやビジネススタイルへの行動変容に向けたひとづくりを基軸とし、取組の方向性等

を次のとおり整理。 
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（５）八代市役所の取組 

 ①温室効果ガス排出量の状況 

市役所の事務・事業に伴う排出量は、基準年度の 2013 年度では 35,985 トン、2021

年度では 28,359 トンであり、基準年度比約 21％の削減となっている。 

排出量の内訳を排出要因別に見ると、電気の使用に伴う排出とごみの焼却に伴う排

出の二つが大半を占めており、併せて全体の約 8 割となっている。 

②削減目標 

2030 年度目標を 21,776 トン以下（2013 年度比削減率 39％）とする。 

 

③具体的な取組 

省エネ対策の推進、再生可能エネルギーの最大限導入・利用の推進、ごみ減量化の

推進、エネルギー転換の推進の４つの取組を推進する。 

（６）進行管理 

①推進体制 

市、民間事業者、関係団体等により構成される「ゼロカーボンやつしろ推進協議会」

を設立し、各主体間の情報共有及び取組の推進を図る。庁内の推進体制としては、市

長を本部長とする「八代市「ゼロカーボンやつしろ」推進本部」を発足し、市関係課

との情報共有、連携及び施策の調整を図りながら、具体的な取組の推進及び進行管理

を実施する。 

 

②点検、評価及び公表 

計画の進捗状況は、推進計画別冊「アクションプラン（年次計画）」に基づき計画

的に事業を推進するとともに、毎年度、点検・評価を行いながら継続的な改善等を図

る。 

また、点検・評価結果については、環境報告書「八代市の環境」別冊として公表す

る。 


